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7７ 戦後沖綱の金融関係法（島袋鉄男）

戦
後
沖
縄
の
産
業
。
経
済
法
史
を
書
く
た
め
に
、
資
料
の
収
集
、
文
献
の
調
査
を
は
じ
め
た
が
、
法
的
側
面
か
ら
戦
後
の
産
業
、
経

済
の
変
遷
を
跡
づ
け
た
文
献
は
皆
無
に
等
し
く
、
資
料
に
つ
い
て
も
、
特
に
一
九
五
○
年
頃
ま
で
の
法
令
に
い
た
っ
て
は
、
系
統
的
に

編
集
さ
れ
た
も
の
が
な
く
参
照
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
現
行
法
制
の
内
容
に
つ
い
て
の
綜
合
的
解
説
さ
え
充
分
に
な
さ
れ
て

い
な
い
状
態
で
あ
る
。
戦
後
沖
縄
の
法
制
は
、
米
国
民
政
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
布
告
、
布
令
等
と
琉
球
政
府
立
法
院
に
よ
っ
て
制

は
じ
め
に

目

は
じ
め
に

一
、
時
代

二
、
第
一

三
、
第
二

四
、
第
三

戦
後
沖
縄
の
金
融
関
係
法

時
代
区
分
に
つ
い
て

第
一
期
（
敗
戦
か
ら
一
九
五
○
年
ま
で
）

第
二
期
二
九
五
○
年
か
ら
一
九
五
七
年
ま
で
）

第
三
期
（
通
貨
切
替
以
後
現
在
ま
で
）

次

そ
の
系
譜
と
内
容
の
概
観

島
袋
鉄
男
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定
さ
れ
る
立
法
と
の
二
系
統
の
法
律
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
制
定
機
関
を
異
に
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
英
米
法
と
大
陸

法
と
い
う
相
異
な
る
法
系
に
属
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
を
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
著
し
く
困
難
に
し
て
い
る
。
戦
後
の
産
業
経

済
法
史
を
書
く
た
め
に
も
、
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、
戦
後
制
定
さ
れ
た
法
令
の
系
譜
を
た
ど
り
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ

を
体
系
的
、
総
合
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
ま
ず
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
金
融
関
係
法
に
つ
い
て
、
戦
後
の

法
令
の
内
容
を
概
観
し
、
そ
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

布
告
、
布
令
等
に
つ
い
て
は
英
文
が
正
文
で
あ
る
か
ら
、
琉
球
政
府
そ
の
他
公
の
機
関
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、

よ
り
正
確
を
期
す
た
め
に
は
、
い
ち
い
ち
英
文
を
示
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
水
稲
で
は
、
何
ら
か
の
形
で
訳
文
が
公
に
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
Ｌ
引
用
し
、
法
令
名
に
つ
い
て
も
、
琉
球
政
府
立
法
院
事
務
局
「
琉
球
法
令
集
（
布
告
、
布
令
編
）
」

（
一
九
六
九
年
版
）
の
附
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
「
布
告
布
令
指
令
等
改
廃
総
覧
」
の
訳
文
に
よ
り
、
い
ち
い
ち
英
文
を
示
す
こ

と
を
し
な
か
っ
た
。
琉
球
政
府
立
法
院
の
制
定
し
た
立
法
は
日
本
の
法
律
と
内
容
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
本
稿
で

は
立
法
の
内
容
の
概
観
の
際
、
原
則
と
し
て
日
本
と
同
じ
も
の
に
つ
い
て
は
、
条
文
と
標
題
と
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
、
沖
縄
独
自
の

制
度
や
条
文
に
つ
い
て
は
、
つ
と
め
て
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
琉
球
政
府
法
務
局
編
「
琉
球
現
行
法
規
総

覧
」
に
登
戦
さ
れ
て
い
な
い
法
令
即
ち
既
に
廃
止
さ
れ
た
法
令
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
令
が
掲
救
さ
れ
て
い
る
資
料
の
う
ち
、
比
較
的

入
手
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
注
に
お
い
て
示
す
こ
と
に
し
た
。

戦
後
の
金
融
関
係
法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
に
三
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
。
ま
ず
第
一
期
は
、
敗
戦
に
よ
る
混
乱
か
ら
、

一
、
時
代
区
分
に
つ
い
て
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「
通
貨
。
通
貨
に
関
し
て
戦
後
妓
初
に
制
定
さ
れ
た
法
令
は
、
米
国
海
軍
軍
政
府
布
告
第
四
号
「
紙
幣
、
両
替
、
外
国
貿
易
及
び

金
銭
取
引
」
（
一
九
四
五
年
）
で
あ
り
、
「
占
領
軍
に
依
り
発
行
さ
れ
た
る
円
紙
幣
を
法
定
通
貨
と
す
る
」
旨
を
規
定
し
た
。
海
軍
軍

２

政
府
特
別
布
告
第
七
号
「
紙
幣
両
替
、
外
国
貿
易
及
び
金
銭
取
引
」
（
一
九
四
六
・
一
一
一
。
一
一
五
）
は
布
告
第
四
号
を
廃
止
し
て
、
一
九

四
六
年
四
月
一
五
日
よ
り
、
①
Ｂ
印
軍
票
紙
幣
、
②
新
発
行
日
本
銀
行
紙
幣
、
③
日
本
銀
行
に
於
て
検
印
を
附
し
て
正
当
に
効
力
を
有

せ
し
め
た
る
券
面
五
円
及
其
れ
以
上
の
各
種
の
日
本
銀
行
旧
紙
幣
の
三
種
を
法
定
通
貨
と
し
た
。
そ
れ
以
外
の
通
貨
は
対
等
の
両
替
率

に
よ
っ
て
交
換
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
一
九
四
六
年
八
月
二
四
日
に
は
軍
政
府
特
別
布
告
第
十
一
号
「
貨
幣
、
両
替
、
外
国
貿

３

易
及
び
金
銭
取
引
」
が
制
定
さ
れ
、
特
別
布
告
第
七
号
が
廃
止
さ
れ
て
、
一
九
四
六
年
九
月
一
日
よ
り
、
①
新
発
行
日
本
銀
行
紙
幣
、

４

②
一
円
未
満
の
各
種
日
本
銀
行
旧
発
行
硬
貨
が
法
定
通
貨
と
さ
れ
た
。
続
い
て
、
軍
政
府
特
別
布
告
第
一
一
一
号
「
法
定
通
貨
」
（
一
九

四
八
・
八
・
八
）
は
特
別
布
告
第
二
号
を
修
正
し
、
一
九
四
七
年
八
月
一
日
よ
り
、
Ｂ
型
軍
票
を
法
定
通
貨
と
し
た
。
一
九
四
八
年

５

六
月
一
一
八
日
に
制
定
さ
れ
た
軍
政
府
特
別
布
告
第
二
九
号
「
通
貨
の
交
換
と
新
通
貨
発
行
」
は
、
一
九
四
八
年
七
月
一
六
日
よ
り
七
月

標
準
通
貨
の
確
立
及
び
全
琉
的
金
融
機
関
の
設
立
に
よ
り
、
復
興
へ
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
る
時
期
（
敗
戦
か
ら
一
九
五
○
年
ま
で
）
で

あ
り
、
第
二
期
は
、
経
済
活
動
が
活
発
化
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
琉
球
政
府
立
法
院
に
よ
っ
て
、
金
融
関
係
の
諸
業
法
、
金
融
調

整
、
特
殊
金
融
機
関
、
証
券
取
引
等
に
つ
い
て
の
法
令
が
立
法
、
整
備
さ
れ
る
時
期
二
九
五
○
年
か
ら
一
九
五
七
年
ま
で
）
で
あ

る
。
一
九
五
八
年
に
行
な
わ
れ
た
ド
ル
へ
の
通
貨
切
替
は
金
融
関
係
法
の
み
で
な
く
、
他
の
分
野
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
通
貨
切
替
及
び
そ
れ
以
後
現
在
ま
で
を
第
三
期
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
第
一
期
（
敗
戦
か
ら
一
九
五
○
年
ま
で
）
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二
○
日
迄
の
期
間
に
、
全
日
本
通
貨
及
び
Ｂ
型
軍
票
の
所
持
者
は
通
貨
交
換
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し
、
同
特
別
布
告
の
定
め
る

６

交
換
期
間
の
終
了
に
当
っ
て
、
軍
政
府
特
別
布
告
第
一
一
一
○
号
「
標
準
通
貨
の
確
立
」
（
一
九
四
八
・
七
・
一
一
コ
は
、
Ｂ
軍
票
を
琉
球

列
島
の
唯
一
の
法
貨
と
定
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
法
定
通
貨
が
最
終
的
に
定
ま
り
、
後
述
の
ド
ル
へ
の
切
替
ま
で
Ｂ
軍
票
が
法
定
通
貨
と

卍

さ
れ
た
。
な
お
、
特
別
布
告
第
一
一
号
、
一
一
一
号
と
も
本
特
別
布
告
一
一
一
○
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

二
、
琉
球
銀
行
及
び
復
興
金
融
基
金
。
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
、
海
軍
軍
政
府
布
告
第
五
号
「
金
融
機
関
の
閉
鎖
及
び
支
払
停
止

７

令
」
（
一
九
四
五
年
）
に
よ
り
、
「
総
て
の
金
融
事
業
を
経
営
す
る
郵
便
貯
金
、
各
会
社
、
機
関
、
商
会
、
政
治
団
体
及
び
個
人
ば
直

ち
に
総
て
の
斯
る
顕
業
を
停
止
し
、
其
の
営
業
所
を
閉
鎖
す
可
き
」
（
第
一
条
）
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

８

一
九
四
八
年
五
月
四
日
軍
政
府
布
令
第
一
号
「
琉
球
銀
行
の
設
立
」
に
よ
っ
て
、
「
軍
政
府
資
金
の
送
金
、
預
金
及
び
支
払
を
な

し
、
琉
球
の
各
民
政
府
及
び
市
町
村
役
場
の
成
功
的
運
鴬
に
必
要
な
る
一
般
銀
行
業
務
を
な
し
、
適
当
な
融
資
に
よ
っ
て
、
農
工
商
諸

企
業
を
助
成
し
、
更
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
と
闇
取
引
防
止
の
為
、
通
貨
の
流
通
を
調
節
し
以
て
琉
球
諸
島
の
民
政
安
定
と
軍

政
府
の
使
命
達
成
を
期
す
る
為
に
適
当
且
つ
有
力
な
機
関
の
設
置
」
（
第
一
条
）
を
目
的
と
し
て
琉
球
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
。
本
布
令

は
、
琉
球
銀
行
を
設
立
す
る
旨
を
定
め
た
条
文
と
、
本
布
令
に
添
付
さ
れ
そ
の
一
部
を
な
す
も
の
と
さ
れ
る
琉
球
銀
行
条
例
（
以
下
条

Ｉ ９

例
と
し
て
引
用
）
及
び
同
附
則
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
琉
球
銀
行
は
株
式
組
織
と
さ
れ
（
条
例
第
六
条
）
、
「
銀
行
資
本
金
の
五

一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
、
額
面
金
額
を
も
っ
て
琉
球
住
民
の
受
託
者
た
る
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
が
こ
れ
を
所
有
し
」
（
同
第
七
条
）
、

「
株
式
を
組
合
銀
行
そ
の
他
に
売
却
し
た
結
果
そ
の
所
有
す
る
株
数
が
、
民
政
府
の
所
有
す
る
株
数
と
同
数
又
は
そ
れ
以
上
と
な
る
場

合
は
株
式
を
売
却
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
同
第
八
条
）
も
の
と
さ
れ
た
。
琉
球
銀
行
に
対
し
て
は
一
般
銀
行
業
務
を
行
な
う
権
限
の
他

に
、
種
々
の
特
定
権
限
が
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
特
に
琉
球
銀
行
に
特
殊
性
を
附
与
す
る
も
の
と
し
て
は
、
米
国
民
政
府
、
琉
球

政
府
等
の
預
金
の
受
入
（
同
第
五
条
ｂ
項
一
号
）
政
府
諸
機
関
へ
の
貸
付
（
同
五
号
）
、
商
業
、
財
政
及
び
産
業
取
引
に
関
す
る
宮
公
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⑲
箸
の
代
理
（
同
一
三
号
）
、
流
通
紙
幣
の
発
行
（
同
一
九
号
）
、
金
融
機
関
の
監
督
統
制
（
同
二
六
号
）
、
外
国
貿
易
に
関
す
る
受
払

２１
１ ３

の
統
制
及
び
遂
行
（
同
一
五
号
）
、
証
券
取
引
所
の
設
置
・
統
轄
運
営
（
同
一
八
号
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
株
主
総
会
は
、
理
事
の
選

挙
、
年
度
報
告
の
審
査
、
そ
の
他
条
例
に
お
い
て
理
事
会
又
は
常
務
役
員
に
附
与
さ
れ
て
な
く
且
つ
条
例
も
し
く
は
他
の
法
令
に
抵
触

し
な
い
権
限
を
有
し
（
同
第
十
一
条
）
、
業
務
運
営
の
基
本
方
針
の
決
定
機
関
と
し
て
は
理
事
会
が
置
か
れ
る
が
、
理
事
会
に
は
特
に

外
国
為
替
相
場
の
決
定
及
び
変
更
の
権
限
が
与
え
ら
れ
た
（
同
一
四
条
ｃ
項
）
。
そ
の
他
特
殊
な
規
定
と
し
て
は
、
組
合
銀
行
（
同
第

０１

一
七
条
）
及
び
流
通
貨
幣
発
行
に
関
す
る
準
備
金
（
同
第
一
八
条
）
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
銀
行
条
例
の
改
正
に
は
民
政
官
の
認
可
が

必
要
と
さ
れ
た
（
同
第
二
八
条
）
。
本
布
令
第
一
号
の
内
容
に
つ
い
て
は
制
定
以
来
現
在
ま
で
に
一
四
回
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
初
め

３０

の
五
回
の
改
正
は
、
民
政
府
布
令
第
四
八
号
「
琉
球
銀
行
改
訂
条
例
及
び
附
則
」
（
一
九
五
一
・
七
。
一
一
一
）
、
及
び
そ
の
改
正
法
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
六
回
の
改
正
は
、
後
述
す
る
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
○
号
「
銀
行
」
（
一
九
五
八
・
九
・
一
二
）
及
び
そ
の

改
正
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
本
布
令
第
一
号
改
正
第
一
、
二
、
三
号
に
よ
る
改
正
が
な
さ
れ
た
。

０１

一
九
五
○
年
四
月
一
○
日
軍
政
府
布
令
第
四
号
「
琉
球
復
興
金
融
基
金
の
設
立
」
に
よ
り
、
「
琉
球
列
島
の
経
済
復
興
の
た
め
重
要

な
商
工
農
、
建
築
の
各
面
に
長
期
に
亘
る
財
政
援
助
を
な
す
」
（
第
一
条
）
目
的
で
琉
球
復
興
金
融
基
金
が
設
け
ら
れ
た
。
←
基
金
の
当

初
の
資
本
金
に
は
、
琉
球
列
島
軍
政
長
官
が
琉
球
銀
行
に
委
託
し
て
あ
る
一
億
円
が
当
て
ら
れ
、
琉
球
銀
行
が
受
託
者
と
し
て
そ
の
運

営
に
当
る
も
の
と
さ
れ
た
（
第
二
条
）
。
基
金
か
ら
の
融
資
は
、
主
と
し
て
基
礎
資
材
の
購
入
及
び
住
宅
、
産
業
設
備
の
た
め
に
な
さ

ま
‐

れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
（
第
一
一
一
条
）
、
当
初
は
す
べ
て
の
貸
付
に
つ
い
て
軍
財
政
部
長
の
許
可
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
れ
た
が
、
後
の

Ⅶｌ

改
正
に
よ
り
受
託
者
の
権
限
で
行
な
い
う
る
も
の
と
な
っ
た
（
第
四
条
第
一
項
）
。
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川
銀
行
法
（
一
九
五
四
年
十
月
立
法
第
六
三
号
）
。

「
銀
行
に
対
す
る
監
督
、
規
整
及
び
許
可
、
認
可
等
の
適
正
を
期
し
、
銀
行
の
資
産
及
び
運
営
の
安
全
性
と
健
全
性
と
を
確
保
す
る

と
と
も
に
相
互
の
不
当
な
競
争
を
排
除
し
、
も
っ
て
銀
行
に
対
す
る
信
用
の
維
持
と
預
金
者
そ
の
他
債
権
者
及
び
株
主
の
保
護
並
び
に

一
般
公
共
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
」
（
第
一
条
）
を
目
的
に
、
銀
行
以
外
の
者
の
営
業
禁
止
（
第
三
条
）
、
預
金
支
払
準
備
金
の
保
有

（
第
五
条
）
、
有
価
証
券
の
担
保
価
格
に
つ
い
て
の
行
政
主
席
の
権
限
（
第
六
条
）
、
営
業
主
体
の
制
限
（
第
八
条
）
、
営
業
の
免
許

及
び
仮
免
許
の
制
度
（
第
九
条
、
一
一
一
条
）
、
資
本
額
の
最
低
基
準
（
現
行
法
二
○
万
ド
ル
、
第
二
一
条
一
項
）
、
無
額
面
株
式
、
無

記
名
株
式
及
び
現
物
出
資
の
禁
止
（
第
二
二
条
）
、
株
式
総
数
又
は
資
本
額
変
更
の
認
可
（
第
二
一
一
一
条
）
、
銀
行
株
式
の
取
得
又
は
保

有
の
制
限
（
第
二
六
条
）
、
役
員
及
び
職
員
（
第
六
章
）
、
業
務
に
関
す
る
規
制
（
第
三
二
条
’
一
一
一
八
条
）
、
一
会
社
の
発
行
す
る
社

債
の
取
得
、
株
式
所
有
、
業
務
用
不
動
産
、
業
務
用
不
動
産
以
外
の
不
動
産
の
所
有
の
制
限
（
第
四
○
条
’
四
三
条
）
、
経
理
（
第
九

章
）
、
行
政
主
席
の
監
督
及
び
検
査
権
（
第
十
章
）
、
合
併
又
は
営
業
の
譲
渡
、
讓
受
の
認
可
（
第
七
四
条
）
、
銀
行
業
務
の
廃
止
又

は
解
散
の
認
可
（
第
八
三
条
）
、
外
国
銀
行
（
第
一
三
章
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
他
、
銀
行
が
信
託
業
務
を
営
む
こ
と
を
認
め
、
そ
れ

に
関
す
る
規
定
（
第
八
章
）
を
置
い
て
い
る
。

回
相
互
銀
行
法
（
一
九
五
三
年
一
○
月
立
法
第
六
八
号
）

８Ⅲ

相
互
銀
行
の
業
務
（
第
一
一
条
）
、
営
業
の
免
許
（
第
一
一
一
条
）
、
相
互
銀
行
以
外
の
者
の
営
業
の
禁
止
（
鰯
川
条
）
、
資
本
の
額
（
現

一
九
五
三
年
か
ら
一
九
五
七
年
に
か
け
て
次
の
よ
う
な
立
法
が
琉
球
政
府
立
法
院
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。

一、

三
、
第
二
期
（
一
九
五
○
年
か
ら
一
九
五
七
年
ま
で
）

諸
業
法

銀
行
法
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行
法
五
万
ド
ル
以
上
・
蕊
五
条
）
、
他
業
の
禁
止
（
第
七
条
）
、
営
業
区
域
（
第
八
条
）
、
基
本
事
項
の
変
更
等
の
認
可
（
節
九
条
）
、

預
金
の
支
払
準
備
（
第
一
三
条
）
、
営
業
譲
渡
の
公
告
（
第
一
七
条
）
等
の
規
定
の
他
、
営
業
仮
免
許
制
を
は
じ
め
多
く
の
事
項
に
つ

い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
（
第
一
二
条
）
。

㈹
無
尽
業
法
（
一
九
五
三
年
十
月
立
法
第
六
九
号
）

「
一
定
の
口
数
と
給
付
金
額
と
を
定
め
て
定
期
に
掛
金
を
払
い
込
ま
し
め
、
一
口
ご
と
に
柚
せ
ん
、
入
札
そ
の
他
類
似
の
方
法
に

よ
っ
て
掛
金
者
に
対
し
て
金
銭
の
給
付
を
す
る
こ
と
」
（
第
二
条
）
を
無
尽
と
定
義
し
「
無
尽
類
似
の
方
法
に
よ
っ
て
金
銭
、
有
価
証

券
、
そ
の
他
の
財
産
を
給
付
す
る
こ
と
を
も
無
尽
と
し
」
（
第
二
条
）
、
そ
の
よ
う
な
無
尽
業
に
つ
い
て
、
営
業
の
免
許
制
（
第
四
条
）
、

営
業
主
体
の
制
限
（
資
本
の
額
二
万
ド
ル
以
上
の
株
式
会
社
、
第
五
条
）
、
兼
業
の
禁
止
（
第
七
条
）
、
営
業
区
域
（
第
八
条
）
、
業

態
変
更
の
認
可
（
第
九
条
）
、
資
金
連
用
方
法
の
規
制
（
第
一
○
条
）
、
合
併
又
ば
営
業
譲
渡
の
認
可
（
第
一
一
二
条
１
二
六
条
）
、
無

尽
管
理
契
約
（
第
一
一
七
条
）
、
行
政
主
席
の
監
督
極
（
第
一
一
一
四
条
１
三
七
条
）
、
廃
業
又
は
解
散
の
認
可
（
第
三
九
条
）
等
に
つ
き
規

定
す
る
ほ
か
、
営
業
仮
免
許
の
制
度
を
は
じ
め
、
銀
行
法
の
規
定
を
多
く
準
用
し
て
い
る
（
第
一
荘
条
）
。

二
、
金
利
及
び
利
息
の
調
整
。

㈹
出
資
の
受
入
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
等
に
関
す
る
立
法
（
一
九
五
五
年
二
月
立
法
第
七
三
号
）
。

出
資
金
受
入
の
制
限
（
第
一
条
）
、
他
の
法
令
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
者
を
除
く
預
り
金
の
禁
止
（
第
二
条
）
、
浮
貸
し
等
の
禁
止

（
第
三
条
）
、
金
銭
貸
借
の
媒
介
手
数
料
の
制
限
Ｉ
媒
介
に
係
る
貸
借
の
金
額
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
を
こ
え
る
手
数
料
の
禁

止
Ｉ
（
第
四
条
）
、
高
金
利
即
ち
一
日
に
つ
き
○
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
割
合
に
よ
る
利
息
の
契
約
又
は
受
領
の
処
罰
（
第
五
条
）
、

貸
金
業
の
届
出
及
び
行
政
主
席
の
監
督
権
（
第
六
条
、
七
条
）
等
の
規
定
を
置
き
、
非
営
業
無
尽
の
届
出
即
ち
営
業
と
し
て
行
な
わ
れ

な
い
無
尽
の
う
ち
そ
の
規
模
が
大
き
く
公
共
の
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
行
政
主
席
の
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
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①
元
本
が
二
百
五
十
ド
ル
未
満
の
場
合
…
…
年
一
割
七
分

②
元
本
が
二
百
五
十
ド
ル
以
上
二
千
五
百
ド
ル
未
満
の
場
合
…
…
年
一
割
五
分

③
元
本
が
二
千
五
百
ド
ル
以
上
の
場
合
…
…
年
一
割
三
分

と
定
め
、
超
過
部
分
は
無
効
と
す
る
（
第
一
条
一
項
）
ほ
か
、
利
息
の
天
引
（
第
一
一
条
）
、
み
な
し
利
息
（
第
三
条
）
、
賠
償
額
の
予

定
の
制
限
（
利
息
の
最
高
限
の
一
一
倍
、
第
四
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

ｈ
利
息
制
限
法
二
九

利
息
の
最
高
限
に
つ
い
て

①
元
本
が
二
百
五
十

②
元
本
が
二
百
五
十

③
元
本
が
二
千
五
百

と
定
め
、
超
過
部
分
は
無
効

回
臨
時
金
利
調
整
法
（
一
九
五
三
年
一
一
月
立
法
第
七
七
号
）
。

行
政
主
席
に
対
し
て
、
経
済
一
般
の
情
況
に
照
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
金
融
機
関
の
金
利
の
最
高
限
度
を
定
め
る
権
限

を
認
め
て
い
る
（
第
二
条
）
。
但
し
行
政
主
席
が
金
利
の
最
高
限
度
を
定
め
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
金
融

審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
（
第
二
条
第
三
項
）
、
審
議
会
の
任
務
、
権
限
及
び
構
成
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第

一
Ｌ
Ｐ
ご
－
｜
；
。

五
条
以
下
）

て
、
貸
金
業
の

さ
れ
る
以
前
に

（
附
則
第
五
）

三
、
証
券
取
引
。

証
券
取
引
法
（

叫
券
取
引
法
（
一
九
五
七
年
一
二
月
立
法
第
二
一
号
）
。

「
住
民
経
済
の
適
切
な
運
営
及
び
投
資
者
の
保
護
に
資
す
る
た
め
、
有
価
証
券
の
発
行
及
び
売
買
そ
の
他
Ｑ
取
引
を
公
正
な
ら
し
め

貸
金
業
の
届
出
及
び
行
政
主
席
の
監
督
権
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
（
第
九
条
）
。
な
お
、
貸
金
業
に
つ
い
て
は
、
本
法
が
立
法

９０

る
以
前
に
「
貸
金
業
等
取
締
法
」
（
一
九
五
一
二
年
十
月
立
法
第
七
○
号
）
が
存
在
し
て
い
た
が
、
本
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た

Ⅱ
ゴ
マ
丘
診
。

利
息
制
限
法
二
九
五
七
年
一
○
月
立
法
第
八
二
号
）
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四
、
特
殊
金
融
機
関
。

０２

ｍ
農
林
漁
業
中
央
金
庫
法
（
一
九
五
一
一
年
立
法
第
四
五
号
）

「
農
業
、
林
業
及
び
漁
業
生
産
増
産
の
た
め
農
林
漁
業
者
の
組
織
す
る
協
同
組
織
体
及
び
そ
の
構
成
員
に
対
し
金
融
の
利
便
を
図
る

目
的
」
（
第
一
条
）
で
農
林
漁
業
中
央
金
庫
を
創
設
し
、
そ
の
組
織
、
機
関
、
業
務
、
会
計
、
監
督
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
同

金
庫
は
政
府
と
協
同
組
織
体
の
共
同
出
資
（
現
行
法
で
は
資
金
千
五
百
万
ド
ル
の
う
ち
、
政
府
は
千
四
百
二
五
万
ド
ル
を
出
資
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
六
条
、
七
条
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
金
庫
の
役
員
と
し
て
、
理
事
長
、
専
務
理
事
、
理
事
及
び
監
事
が
お
か
れ

る
が
（
第
二
章
）
、
行
政
主
席
は
金
庫
の
事
務
を
監
督
す
る
も
の
と
さ
れ
（
第
二
九
条
）
、
金
庫
は
業
務
方
法
書
及
び
事
業
計
画
書
を

定
め
行
政
主
席
の
認
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
第
二
三
条
）
。
な
お
行
政
主
席
の
諮
問
に
応
じ
農
林
漁
業
金
融
に
関
す

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
金
庫
の
事
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
主
席
に
建
議
す
る
機
関
と
し
て
、
農
林
漁
業

１２

金
融
審
議
会
が
置
か
れ
る
（
第
一
ハ
章
）
。

回
大
衆
金
融
公
庫
法
Ｃ
九
五
四
年
立
法
第
四
○
号
）

大
衆
金
融
公
庫
は
「
銀
行
そ
の
他
一
般
の
金
融
機
関
か
ら
資
金
の
融
通
を
受
け
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
住
民
大
衆
に
対
し
て
必
要
な

剛

事
業
資
金
の
貸
付
を
な
す
こ
と
を
目
的
と
し
」
（
第
一
条
）
、
政
府
の
全
額
出
資
に
よ
る
公
法
上
の
法
人
で
あ
る
（
第
二
条
、
五
条
）
。

公
庫
の
機
関
と
し
て
ま
ず
、
行
政
主
席
の
諮
問
に
応
じ
、
公
庫
の
運
営
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
き
意
見
を
述
べ
る
大
衆
金
融
審
議

剛

会
が
置
か
れ
て
い
る
。
役
員
と
し
て
総
裁
、
副
総
裁
各
一
人
、
理
事
三
人
及
び
監
事
二
人
が
置
か
れ
（
第
一
○
条
）
、
総
裁
及
び
監
事
は

か
つ
、

一一圭學）

五
章
）

四
、

ぱ
い

有
価
証
券
の
流
通
を
円
滑
な
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
」
（
第
一
条
）
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
に
関
す
る
届
出
（
第

、
証
券
業
者
の
登
録
及
び
そ
の
営
業
及
び
営
業
活
動
に
関
す
る
規
制
（
第
三
章
）
、
仲
介
（
第
四
章
）
、
証
券
取
引
審
議
会
（
第

そ
の
他
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
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０２

保
険
業
に
関
し
て
は
ま
ず
民
政
府
布
令
第
八
○
号
「
有
限
責
任
琉
球
生
命
保
険
株
式
会
社
の
設
立
」
（
一
九
五
一
一
・
六
・
一
○
）
が

注
目
さ
れ
る
。
同
布
令
に
よ
り
、
「
生
命
保
険
、
建
康
及
び
傷
害
保
険
及
び
役
務
傷
害
賠
償
保
険
は
琉
球
の
復
興
に
大
い
に
貢
献
す
る

も
の
な
る
を
以
て
、
そ
の
業
務
を
全
琉
的
に
営
む
適
当
且
確
実
な
機
関
の
設
置
」
（
第
一
条
）
を
目
的
と
し
て
琉
球
生
命
保
険
株
式
会

剛
社
が
、
既
に
存
在
し
て
い
た
琉
球
生
命
保
険
会
社
を
株
式
組
織
に
変
更
す
る
と
い
う
形
で
設
立
さ
れ
た
。
琉
球
生
命
保
険
株
式
会
社
に

対
し
て
は
、
保
険
事
業
に
関
し
て
「
琉
球
」
な
る
文
字
の
商
号
専
用
権
が
認
め
ら
れ
（
第
二
条
）
、
又
同
社
は
民
商
法
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
法
人
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
制
定
す
る
条
例
は
必
要
が
あ
れ
ば
、
琉
球
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
機
関
に
よ
り
承
認
及
び
登
録
せ
ら

れ
る
資
格
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）
。
同
社
は
、
「
労
働
者
災
害
賠
償
保
険
、
生
命
保
険
、
健
康
、
傷
害
保
険
業
及
び
こ
れ

ら
の
保
険
の
一
部
又
は
全
部
の
再
保
険
事
業
、
そ
の
他
管
轄
当
局
が
認
可
す
る
関
係
事
業
」
（
定
款
第
三
条
）
を
営
む
も
の
と
さ
れ
た
。

審
議
会
の
推
せ
ん
に
基
き
行
政
主
席
が
任
命
し
、
副
総
裁
及
び
理
事
は
総
裁
が
行
政
主
席
の
認
可
を
う
け
て
任
命
す
る
（
第
一
二
条
）
。

剛
３２

公
庫
は
行
政
主
席
が
審
議
会
の
議
を
経
て
定
め
る
計
画
及
び
指
示
に
従
い
、
生
業
資
金
の
小
口
貸
付
、
中
小
企
業
者
に
対
す
る
設
備
資

金
及
び
運
転
資
金
の
貸
付
並
び
に
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
に
基
づ
く
近
代
化
設
備
資
金
及
び
事
業
転
換
資
金
の
貸
付
の
業
務
を
行
な

う
（
第
一
七
条
一
項
）
が
、
公
庫
は
業
務
開
始
の
際
に
は
業
務
方
法
書
を
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
は
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
を
作

成
し
、
行
政
主
席
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
八
条
一
項
、
第
一
九
条
）
。
な
お
行
政
主
席
は
右
の
認
可
を
す
る
と
き

は
審
議
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
八
条
第
二
項
、
第
一
九
条
）
。
公
庫
の
予
算
及
び
決
算
は
、
「
公
庫
等
の
予
算
及
び

決
算
等
に
関
す
る
立
法
」
（
一
九
五
四
年
立
法
三
九
号
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
（
第
二
○
条
）
。
毎
事
業
年
度
の
損
益
計
算
上
の
利

益
金
は
、
法
の
定
め
る
積
立
金
を
控
除
し
た
後
政
府
に
納
付
さ
れ
、
政
府
の
産
業
資
金
特
別
会
計
の
歳
入
と
な
る
（
第
二
○
条
、
二
一

条
）
。
公
庫
は
行
政
主
席
が
監
督
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
第
二
八
条
）
。

五
、
保
険
業
。
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同
社
の
株
式
の
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
は
米
国
民
政
府
が
所
有
し
（
同
第
六
条
）
、
如
何
な
る
場
合
に
も
民
政
官
以
外
の
株
主
の
持
株
数
が

図 ８

民
政
官
の
所
有
す
る
持
分
よ
り
多
く
な
る
場
合
は
株
式
の
売
出
し
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（
同
第
七
条
）
。
株
式
の
払
込
に
つ

い
て
は
、
前
身
た
る
非
法
人
組
織
の
琉
球
生
命
保
険
会
社
の
資
産
及
び
負
債
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
さ
れ
た
（
同
第
七
条
）
。
本
布
令
第

八
○
号
の
形
式
も
、
琉
球
銀
行
の
設
立
を
定
め
た
軍
政
府
布
令
第
一
号
と
同
様
、
琉
球
生
命
保
険
株
式
会
社
の
定
款
及
附
則
が
、
布
令

の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
添
付
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
定
款
の
改
正
に
は
民
政
官
の
認
可
を
要
し
（
定
款
第
五
二
条
）
、

附
則
の
改
正
は
株
主
総
会
に
お
い
て
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
総
数
の
過
半
数
で
も
っ
て
な
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
（
同
第
五
三
条
）
。

な
お
本
布
令
第
八
○
号
は
、
後
述
の
通
り
、
一
九
六
○
年
に
高
等
弁
務
官
布
令
第
三
○
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

保
険
募
集
の
取
締
に
関
し
て
は
、
「
保
険
募
集
の
取
締
に
関
す
る
立
法
」
（
一
九
五
六
年
立
法
第
八
一
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法

は
「
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
の
登
録
を
な
し
、
そ
れ
ら
の
者
の
行
な
う
募
集
を
取
り
締
り
、
も
っ
て
保
険
契
約
者
の

利
益
を
保
謹
し
、
あ
わ
せ
て
保
険
事
業
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
（
第
一
条
）
も
の
で
、
生
命
保
険
募
集
人
又

は
損
害
保
険
代
理
店
に
つ
い
て
登
録
制
度
（
第
二
条
、
九
条
）
、
損
害
保
険
代
理
店
の
役
員
又
は
使
用
人
に
つ
い
て
届
出
制
度
（
第
一

○
条
）
を
採
用
し
、
保
険
の
募
集
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
る
者
を
損
害
保
険
会
社
の
役
員
、
使
用
人
又
は
登
録
さ
れ
た
生
命
保
険
募
集

人
若
し
く
は
損
害
保
険
代
理
店
に
制
限
し
（
第
二
条
）
、
こ
れ
ら
の
者
の
行
な
う
保
険
契
約
の
締
結
又
は
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為

を
定
め
て
い
る
（
第
一
八
条
）
。
そ
の
他
、
所
属
保
険
会
社
の
賠
償
責
任
（
第
一
三
条
）
、
自
己
代
理
店
の
禁
止
（
第
一
九
条
）
、
手

数
料
の
支
払
禁
止
（
第
一
一
○
条
）
、
行
政
主
席
の
検
査
権
（
第
二
一
条
）
等
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。

外
国
保
険
事
業
者
に
関
し
て
は
、
「
外
国
保
険
事
業
者
に
関
す
る
立
法
」
（
一
九
五
六
年
立
法
八
二
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
外

鋤
国
保
険
事
業
者
の
琉
球
に
お
け
る
保
険
事
業
（
責
任
保
険
を
含
む
）
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
（
第
一
条
）
、
ま
ず
外
国
保
険
事

業
者
が
琉
球
に
お
い
て
保
険
事
業
を
営
む
に
は
行
政
主
席
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
何
人
も
琉
球
に
お
い
て
免
許
を
受
け
な
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一
、
通
貨
切
替
。
一
九
五
八
年
九
月
一
五
日
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
四
号
「
通
貨
」
は
、
一
九
五
八
年
九
月
一
六
日
か
ら
米
国
弗
を

琉
球
列
島
に
お
け
る
法
定
通
貨
と
し
、
九
月
一
六
日
か
ら
五
日
間
の
通
貨
交
換
期
間
の
後
、
九
月
二
○
日
二
四
特
か
ら
米
国
弗
を
も
っ

て
琉
球
列
島
に
お
け
る
唯
一
の
法
貨
と
し
た
（
第
一
条
）
。
交
換
率
は
一
二
○
Ｂ
円
対
一
弗
と
し
、
こ
の
よ
う
な
換
算
の
結
果
六
○
銭

以
上
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
に
は
こ
の
端
数
は
直
近
上
位
の
仙
に
切
上
げ
、
六
○
銭
又
は
二
分
の
一
仙
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
に

い
外
国
保
険
事
業
者
の
締
結
す
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
琉
球
に
お
い
て
代
理
又
は
媒
介
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る

（
策
三
条
一
、
二
項
）
。
な
お
、
右
の
規
定
は
、
琉
球
に
お
い
て
、
米
国
軍
隊
そ
の
要
員
、
代
理
機
関
若
し
く
は
補
助
機
関
又
は
米
国

政
府
の
非
琉
球
人
請
負
者
に
対
し
て
の
み
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
外
国
保
険
事
業
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
第
三

条
三
項
）
。
行
政
主
席
は
、
琉
球
に
お
い
て
営
ま
れ
て
い
な
い
種
類
の
保
険
事
業
に
つ
い
て
必
要
と
認
め
る
時
は
、
そ
の
種
類
を
指
定

ＯＢ

し
て
、
被
保
険
者
と
な
る
べ
き
者
の
個
々
の
申
請
に
よ
っ
て
そ
の
保
険
契
約
を
締
結
す
る
一
」
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
（
第
三
条
四
項
）
。
外
国
保
険
事
業
者
が
営
み
得
る
事
業
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
「
外
国
保
険
事
業
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
生
命
保
険
事
業
及
び
琉
球
の
保
険
会
社
が
営
む
損
害
保
険
事
業
の
種
類
と
同
種
類
の
保
険
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し

再
保
険
事
業
及
び
非
琉
球
人
を
対
象
と
す
る
保
険
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
（
第
一
三
条
一
項
）
と
い
う
制
限
規
定
が
あ
る
。

外
国
保
険
事
業
者
は
、
琉
球
に
お
け
る
主
た
る
店
舗
に
五
万
ド
ル
以
上
の
特
別
本
店
勘
定
を
有
し
な
け
れ
ば
琉
球
に
お
い
て
そ
の
事
業

を
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
（
第
九
条
）
と
さ
れ
る
ほ
か
、
保
険
事
業
の
種
類
の
変
更
認
可
（
第
六
条
）
、
供
託
及
び
供
託
物
に
対
す
る

優
先
権
（
第
二
条
）
諸
書
類
（
第
一
四
条
’
一
八
条
）
、
免
許
の
取
消
及
び
事
業
の
廃
止
（
第
四
章
）
等
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。

四
、
第
三
期
（
通
貨
切
替
以
後
現
在
ま
で
）
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②
外
国
送
金
を
行
な
い
及
び
こ
れ
を
収
納
す
る
こ
と
。

次
に
、
現
金
支
払
峰
備
金
に
関
す
る
規
定
（
銀
行
法
第
五
条
、
相
互
銀
行
法
第
一
三
条
）
を
改
正
し
た
。
即
ち
預
金
支
払
準
備
率
は

８

従
来
通
り
と
し
た
が
、
準
備
金
の
保
有
形
態
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
現
金
及
び
琉
球
銀
行
若
し
く
は
行
政
主
席
の
指
定
す
る
他
の
銀
行

は
こ
れ
を
切
捨
て
る
も
の
と
し
た
（
第
二
条
）
。
こ
れ
に
よ
り
Ｂ
円
か
ら
ド
ル
へ
法
定
通
貨
が
改
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
Ｂ
円
を
法

貨
と
定
め
た
軍
政
府
特
別
布
告
第
三
○
号
及
び
Ｂ
円
の
交
換
率
を
定
め
た
軍
政
府
布
令
第
六
号
（
一
九
五
○
・
四
・
一
二
）
は
本
布
令
１８

に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
ド
ル
へ
の
交
換
期
間
に
関
し
て
は
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
五
号
「
通
貨
交
換
」
（
一
九
五
八
・
九
・
一
一
○
）

２

及
び
同
布
令
第
一
六
号
「
通
貨
交
換
期
間
の
延
長
」
（
一
九
五
八
・
一
○
・
一
一
認
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
、
九
月
一
一
一
○
日
、
一
一
月
二
九
日

ま
で
期
間
が
延
長
さ
れ
、
結
局
、
一
九
五
八
年
二
月
一
一
九
日
を
も
っ
て
通
貨
交
換
は
完
了
し
た
。

二
、
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
○
号
。

通
貨
切
替
は
既
存
の
制
度
に
つ
い
て
、
改
革
の
必
要
性
を
多
く
の
分
野
で
も
た
ら
し
た
が
、
米
国
民
政
府
は
ま
ず
銀
行
に
つ
い
て
高

等
弁
務
官
布
令
第
一
○
号
「
銀
行
」
（
一
九
五
八
・
九
・
一
二
）
を
制
定
し
、
銀
行
法
、
相
互
銀
行
法
及
び
琉
球
銀
行
に
関
す
る
軍
政

府
布
令
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

㈹
銀
行
法
、
相
互
銀
行
法
の
改
正
。

ま
ず
ド
ル
へ
の
切
替
に
よ
っ
て
従
来
の
為
替
管
理
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
普
通
銀
行
、
相
互
銀
行
に
対
し
て
、
外
国
為

替
業
務
を
営
み
得
る
こ
と
と
し
て
、
銀
行
法
第
三
二
条
（
銀
行
の
業
務
）
、
相
互
銀
行
法
第
二
条
第
一
項
（
相
互
銀
行
の
業
務
）
に
次

の
二
項
目
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
（
布
令
第
一
条
ａ
項
、
ｂ
項
）
。

①
信
用
状
の
発
行
、
そ
の
他
通
常
外
国
貿
易
業
務
の
融
資
に
か
か
る
事
業
等
の
外
国
貿
易
と
関
連
す
る
支
払
及
び
収
納
を
行
な
う

こ

と
｡
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へ
の
預
金
又
は
行
政
主
席
の
指
定
す
る
有
価
証
券
で
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
の
を
改
め
て
、
支
払
準
催
金
の
合

計
額
の
百
分
の
二
○
以
上
を
当
該
銀
行
の
金
庫
に
法
定
通
貨
に
よ
り
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
準
備
金
の
総
額
の
百
分
の
八
○

に
達
す
る
ま
で
は
、
民
政
官
の
認
め
る
合
衆
国
の
中
央
準
備
市
に
あ
る
中
央
準
備
銀
行
た
る
為
替
取
組
銀
行
に
要
求
払
と
し
て
預
け
入

れ
た
も
の
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
（
布
令
第
一
条
ｂ
項
、
Ｃ
項
）
。
な
お
こ
の
保
有
率
及
び
保
有
の
形
態
に
つ

”
い
て
は
そ
の
後
の
布
令
第
一
○
号
の
改
正
法
に
よ
り
、
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
重
政
府
布
令
第
一
号
「
琉
球
銀
行
の
設
立
」
の
改
正
。

ド
ル
へ
の
切
替
に
よ
っ
て
為
替
管
理
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
特
殊
な
性
格
と
権
限
と
を
有
し
て
い
た
琉
球
銀
鬘
行
の

性
質
に
も
重
大
な
変
更
を
生
じ
た
が
、
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
○
号
は
、
軍
政
府
布
令
第
一
号
を
次
の
諸
点
に
つ
い
て
改
正
し
た
。
ま

ず
、
琉
球
銀
行
の
特
定
権
限
の
中
、
「
外
国
貿
易
に
関
す
る
受
払
の
統
制
及
び
遂
行
」
（
条
例
第
五
条
二
項
一
五
号
）
の
権
限
を
改
め

通
常
の
外
国
為
替
業
務
と
し
併
せ
て
外
国
送
金
及
び
収
納
を
追
加
し
た
（
布
令
第
一
○
号
第
二
条
ａ
。
Ｃ
項
）
。
又
理
事
会
の
権
限
か

ら
「
外
国
為
替
相
場
を
定
め
、
且
つ
必
要
に
応
じ
て
変
更
す
る
」
権
限
を
除
い
た
（
同
ｄ
項
）
。
更
に
組
合
銀
行
に
関
す
る
規
定
は
す

ぺ
て
削
除
し
た
（
同
ｂ
・
ｅ
項
）
。
銀
行
法
、
相
互
銀
行
法
の
改
正
と
同
じ
く
、
琉
球
銀
行
に
つ
い
て
も
、
法
定
支
払
準
備
金
に
つ
い

６８

て
改
正
を
加
え
た
（
同
ｆ
項
）
。
新
〈
」
に
「
合
衆
国
財
務
省
委
託
勘
定
」
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
琉
球
銀
行
が
そ
の
委
託
機
関
と
さ
れ

た
。
こ
の
委
託
金
勘
定
は
、
琉
球
列
島
の
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
通
貨
の
流
通
に
資
す
る
こ
と
、
即
ち
、
必
要
に
応
じ
て
通
貨
を
追
加

供
給
し
た
り
需
要
を
超
え
る
通
貨
趣
回
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
琉
球
の
民
間
経
済
及
び
合
衆
国
軍
隊
の
需
要
に
応
ず
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
合
衆
国
財
務
省
に
対
す
る
支
出
及
び
球
球
銀
行
に
対
す
る
支
払
は
、
連
邦
準
備
銀
行
及
び
球
球
銀
行
の
合
衆
国
為
替
取
引
先
を
通

し
て
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
る
（
同
ｈ
項
）
。

高
等
弁
務
官
布
令
第
一
○
号
及
び
そ
の
後
に
行
な
わ
れ
た
第
一
○
号
の
改
正
に
よ
る
軍
政
府
布
令
第
一
紐
・
改
正
に
よ
っ
て
、
琉
球
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Ⅲ

師
３

銀
行
の
性
格
が
普
通
銀
行
に
著
し
く
接
近
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
な
お
次
の
点
で
特
色
を
有
す
る
。

①
琉
球
銀
行
の
設
立
は
銀
行
法
に
よ
ら
ず
、
民
政
府
布
令
に
基
づ
い
て
お
り
、
資
本
の
過
半
額
（
株
式
の
過
半
数
）
は
米
国
琉
球

民
政
府
が
所
有
す
る
。

②
合
衆
国
政
府
、
米
国
琉
球
民
政
府
及
び
琉
球
政
府
の
資
金
預
託
銀
行
で
あ
る
。

③
琉
球
列
島
の
現
金
需
給
を
調
整
す
る
た
め
に
、
合
衆
国
財
務
省
預
託
勘
定
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

④
琉
球
政
府
の
業
務
監
督
以
外
に
直
接
民
政
府
の
管
理
監
督
を
受
け
る
。

⑤
理
事
会
長
兼
総
裁
は
直
接
氏
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
支
配
人
は
民
政
府
の
承
認
を
得
て
総
裁
に
よ
り
任
命
さ
れ
る

三
、
通
貨
切
替
以
後
の
法
令
。

通
貨
切
替
以
後
現
在
ま
で
に
、
金
融
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
法
令
が
制
定
さ
れ
た
。

㈹
高
等
弁
務
官
布
令
第
二
五
号
「
琉
球
開
発
金
融
公
社
の
設
立
」
（
一
九
五
九
・
九
。
三
○
）
。

こ
れ
ま
で
存
在
し
た
琉
球
復
興
金
融
基
金
の
一
九
五
九
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
資
本
金
を
も
っ
て
琉
球
開
発
金
融
公
社
を
設
立
す

る
（
定
款
第
三
条
）
旨
を
定
め
る
も
の
で
、
公
社
の
目
的
は
、
「
他
の
私
的
又
は
公
的
財
源
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
長
期
貸
付
援
助
を
与

え
て
生
産
そ
の
他
の
重
要
産
業
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
資
本
形
成
及
び
当
該
資
本
の
健
全
且
つ
多
様
の
事
業
へ
の
投
資
を
奨

励
す
る
」
（
同
第
一
条
）
こ
と
に
あ
り
、
公
社
は
米
国
民
政
府
の
補
助
機
関
と
さ
れ
て
い
る
（
同
第
一
条
）
。
公
社
の
管
理
権
は
民
政

９

官
が
任
命
す
る
五
名
の
理
卓
で
構
成
す
る
理
事
会
に
与
え
ら
繩
、
理
事
会
の
議
長
に
対
し
て
は
、
公
社
内
で
行
な
わ
れ
た
主
要
な
事
実

及
び
重
要
な
決
議
事
項
に
つ
き
民
政
官
へ
の
報
告
義
務
が
課
さ
れ
る
（
同
第
四
条
）
。
融
資
の
対
象
は
、
①
低
額
及
び
中
程
度
費
用
の

恒
久
住
宅
の
供
与
、
②
琉
球
で
事
業
を
経
営
す
る
民
間
企
業
で
あ
っ
て
資
源
の
開
発
又
は
商
業
及
び
工
業
、
特
に
新
規
又
は
小
規
模
の

事
業
に
従
事
す
る
も
の
、
③
市
町
村
に
対
す
る
施
設
改
良
事
業
、
④
災
害
対
策
（
同
第
五
条
ｆ
項
）
で
あ
り
、
公
社
は
貸
付
計
画
及
び
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管
理
計
画
と
経
費
に
つ
い
て
定
め
る
予
算
を
民
政
官
に
提
出
し
て
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
第
七
条
、
九
条
）
。
第
一
○

条
は
解
散
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
清
算
が
完
了
し
た
と
き
は
利
益
金
は
民
政
府
一
般
基
金
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
軍
政
府
布
令
第
四
号
「
琉
球
復
興
金
融
基
金
の
設
立
」
は
一
九
五
九
年
一
二
月
三
一
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

１ ０

回
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
一
一
○
号
「
琉
球
生
命
保
険
株
式
会
社
」
（
一
九
一
ハ
○
・
四
・
一
）
。

琉
球
政
府
行
政
主
席
の
認
可
を
得
て
、
琉
球
生
命
保
険
株
式
会
社
は
、
琉
球
の
現
行
関
係
法
に
よ
り
、
保
険
相
互
会
社
と
し
て
組
織

替
え
さ
れ
、
そ
の
資
産
、
負
債
及
び
保
険
債
務
の
凡
て
は
琉
球
生
命
保
険
相
互
会
社
が
引
き
継
い
だ
こ
と
を
認
め
、
民
政
府
布
令
第
八

○
号
「
有
限
責
任
琉
球
生
命
保
険
株
式
会
社
の
設
立
」
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
若
干
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。

ｈ
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
一
一
七
号
「
銀
行
、
銀
行
業
務
及
び
信
用
供
与
」
（
一
九
六
一
・
一
・
三
○
）
。

高
等
弁
務
官
の
職
責
を
果
た
す
た
め
に
は
、
「
公
共
の
利
益
の
見
地
か
ら
実
施
可
能
な
健
全
、
且
つ
、
弾
力
性
の
あ
る
金
融
原
則
に

関
す
る
法
令
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
銀
行
業
及
び
民
間
金
融
の
強
力
に
し
て
、
競
争
的
な
制
度
を
確
保
す
る
措
置
を
識
ず
る
必
要
が
あ

る
」
（
布
令
前
文
）
が
「
現
状
は
合
衆
国
の
安
全
、
財
産
及
び
利
益
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
共
の
金
融
上
の
利
益
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
て
お
り
、
前
記
の
目
的
に
鑑
み
早
急
に
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
立
法
及
び
規
制
措
置
を
識
ず
る
こ
と
を
不
可
避
な
ら
し
め

て
い
る
の
で
、
琉
球
政
府
立
法
院
に
よ
り
適
切
な
立
法
が
な
さ
れ
る
ま
で
」
（
布
令
前
文
）
と
い
う
理
由
か
ら
本
布
令
は
制
定
さ
れ
た

と
さ
れ
、
「
琉
球
政
府
の
銀
行
監
督
機
関
を
強
化
し
、
且
つ
、
同
政
府
が
銀
行
業
の
規
制
に
関
す
る
責
任
を
果
た
し
、
銀
行
業
務
及
び

与
受
信
業
務
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
銀
行
及
び
事
業
体
を
指
導
し
、
不
健
全
な
業
務
運
営
を
除
去
す
る
た
め
の
法
執
行
手
続

及
び
改
善
策
を
効
果
的
に
確
立
す
る
」
（
第
一
条
）
こ
と
が
本
布
令
の
目
的
だ
と
さ
れ
る
。
本
布
令
は
、
琉
球
の
立
法
に
よ
り
琉
球
政

府
の
免
許
を
受
け
琉
球
内
で
銀
行
業
務
を
行
な
う
す
ぺ
て
の
民
間
銀
行
に
適
用
さ
れ
、
現
に
効
力
を
有
す
る
布
令
若
し
く
は
立
法
の
規

定
に
矛
盾
若
し
く
は
抵
触
す
る
場
合
は
、
本
布
令
が
優
先
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
第
二
条
ａ
。
ｂ
輌
）
。
本
布
令
は
銀
行
の
監
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督
、
検
査
（
第
二
章
）
、
経
営
管
理
及
び
運
営
（
第
三
章
）
信
用
供
与
及
び
投
資
業
務
（
第
四
章
）
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。

ま
ず
行
政
主
席
に
対
し
て
、
証
人
の
召
喚
及
び
尋
問
、
宣
誓
、
記
録
の
提
示
要
求
の
権
限
（
第
三
条
ａ
項
）
、
銀
行
の
資
産
、
勘
定
、

取
引
、
記
録
及
び
業
務
手
続
を
検
査
す
る
権
限
（
同
条
Ｃ
項
）
、
銀
行
関
係
者
の
検
査
を
行
な
う
権
限
（
同
条
ｄ
項
）
を
与
え
、
行
政

主
席
の
こ
れ
ら
の
権
限
行
使
に
従
わ
な
い
者
に
つ
い
て
の
罰
則
を
同
時
に
規
定
し
て
い
る
。
銀
行
に
対
し
て
、
琉
球
政
府
銀
行
監
督
機

関
に
財
務
報
告
書
及
び
損
益
並
び
に
配
当
支
払
に
関
す
る
報
告
書
提
出
の
義
務
を
負
わ
し
、
銀
行
役
員
に
よ
る
虚
偽
の
陳
述
書
（
財
務

報
告
書
等
を
含
む
）
の
公
表
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
て
い
る
（
第
七
条
、
ａ
。
ｃ
項
）
。
銀
行
は
、
資
格
あ
る
公
認
会
計
士
に
よ
る
銀

行
帳
簿
の
検
査
を
義
務
づ
け
ら
れ
（
第
九
条
）
、
又
資
金
着
服
の
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
を
雇
用
し
て
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
（
第
八
条
）
。
行
政
主
席
は
公
共
の
利
益
の
た
め
、
配
当
金
の
比
率
を
規
制
し
、
銀
行
法
の
定
め
る
資
本
金
の
一
部
を
穀
損

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
配
当
金
支
払
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
も
の
と
さ
れ
（
第
一
○
条
）
、
更
に
一
定
の
場
合
に
は
、
行
政
主
席
は

銀
行
の
業
務
若
し
く
は
財
産
を
占
有
し
若
し
く
は
そ
の
業
務
運
営
に
制
限
を
加
え
、
銀
行
役
職
員
を
解
任
し
又
は
公
共
の
利
益
の
た
め

そ
の
状
態
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
法
律
に
抵
触
し
な
い
そ
の
他
の
改
善
措
置
を
識
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
さ
れ
る
（
第
二
条
）
。
こ
の
改
善
措
置
の
一
つ
が
銀
行
の
合
併
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
行
政
主
席
は
合
併
を
命
ず
る
こ

⑪

と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
行
政
主
席
に
よ
り
銀
行
の
役
員
が
解
任
さ
れ
又
は
非
行
の
理
由
で
取
締
役
会
に
よ
り
解
任
さ
れ
若
し
く
は
そ

の
要
求
で
辞
職
し
た
場
合
は
、
そ
の
後
任
者
に
つ
い
て
は
銀
行
監
督
機
関
の
承
認
が
必
要
で
あ
り
、
取
締
役
会
又
は
役
員
が
、
銀
行
監

督
機
関
の
承
認
又
は
指
名
し
た
後
任
者
を
明
示
し
た
期
間
内
に
任
命
し
な
い
と
き
は
、
銀
行
監
督
機
関
が
後
任
者
を
任
命
す
る
も
の
と

脳

す
る
（
第
一
二
条
）
。
な
お
、
本
布
令
で
「
銀
行
監
督
機
関
」
と
は
、
金
融
検
査
部
又
は
そ
の
継
承
機
関
を
い
い
、
用
度
品
の
調
達
、

予
算
編
成
及
び
人
事
等
の
部
内
管
理
目
的
に
関
し
て
の
み
内
務
局
に
附
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
第
二
条
Ｃ
項
）
。
行
政
主
席
は
民
政

官
の
承
認
を
得
て
、
銀
行
監
督
機
関
の
長
を
任
命
し
、
銀
行
監
督
機
関
の
長
が
主
任
検
査
官
、
検
査
官
及
び
検
査
官
補
を
選
定
す
る
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が
、
任
命
は
民
政
官
の
承
認
を
得
て
行
政
主
席
が
行
な
う
（
第
四
条
）
。

経
営
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
も
、
取
締
役
会
の
会
議
及
び
議
事
録
（
第
一
三
条
）
、
取
締
役
の
職
務
怠
慢
に
対
す
る
民
事
責
任

（
第
一
四
条
）
、
銀
行
業
務
の
経
営
管
理
に
従
事
し
て
い
る
者
の
兼
業
等
の
禁
止
（
第
一
五
条
ａ
項
）
、
銀
行
職
員
の
融
資
承
認
に
対

す
る
手
数
料
の
受
領
禁
止
（
同
条
ｂ
項
）
、
銀
行
の
取
締
役
、
役
員
及
び
そ
の
他
の
銀
行
職
員
又
は
そ
の
利
害
関
係
者
に
対
す
る
貸
付

制
限
（
第
一
六
条
）
、
銀
行
検
査
官
に
対
す
る
貸
付
及
び
贈
与
の
禁
止
（
第
一
七
条
）
、
虚
偽
の
記
帳
に
対
す
る
罰
則
（
第
一
八
条
）

銀
行
に
対
す
る
又
は
銀
行
に
よ
る
虚
偽
の
財
務
諸
表
若
し
く
は
虚
偽
の
評
価
書
類
の
提
出
若
し
く
は
そ
の
受
入
に
関
す
る
罰
則
（
第
一

九
条
）
、
支
払
不
能
状
態
に
お
け
る
預
金
の
受
入
に
対
す
る
罰
則
（
第
二
○
条
）
等
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
信
用
供
与
及
び
投
資

業
務
に
関
し
て
は
、
債
権
の
保
全
（
第
一
一
一
一
条
）
、
法
定
額
を
超
え
て
承
認
し
た
融
資
に
対
す
る
銀
行
の
役
員
、
取
締
役
若
し
く
は
監

査
役
の
連
帯
責
任
（
策
三
一
一
条
）
、
相
当
な
注
意
に
基
づ
か
な
い
で
承
認
し
た
貸
付
か
ら
生
ず
る
損
害
に
対
す
る
取
締
役
の
連
帯
責
任

（
第
二
四
条
）
を
定
め
て
い
る
。

Ｈ
信
用
保
証
協
会
法
（
一
九
六
三
年
立
法
第
五
○
号
）
。

「
中
小
企
業
者
が
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
か
ら
事
業
資
金
の
貸
付
け
等
を
受
け
る
に
つ
い
て
そ
の
貸
付
金
等
の
債
務
を
保
証
す
る

こ
と
を
主
た
る
業
務
と
す
る
信
用
保
証
協
会
の
制
度
を
確
立
し
、
も
っ
て
中
小
企
業
者
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
を
目
餉

と
す
る
」
（
第
一
条
）
も
の
で
、
信
用
保
証
協
会
を
法
人
と
し
（
第
三
条
）
、
そ
の
設
立
に
つ
い
て
の
行
政
主
席
の
認
可
制
（
第
六

条
）
、
定
款
又
は
業
務
方
法
書
の
変
更
の
認
可
制
（
第
三
四
条
）
、
報
告
及
び
検
査
権
（
第
三
六
条
）
、
監
督
命
令
権
（
第
三
七
条
）
、

解
散
又
は
合
併
の
決
定
に
つ
い
て
の
認
可
（
第
二
四
条
、
二
五
条
）
等
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
協
会
は
法
の
定
め
る
一
一
一
種
の
債
務
保

鯛

証
及
び
こ
れ
に
附
随
す
る
業
務
を
行
な
う
が
、
「
中
小
企
業
者
が
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
か
ら
資
金
の
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
又
は

給
付
を
受
け
る
こ
と
等
に
よ
り
金
融
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
保
証
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
融
資
又
は
出
え
ん
を
す
る
こ
と
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が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
第
二
一
条
、
二
一
条
の
二
）
。

㈲
労
働
金
庫
法
二
九
六
五
年
立
法
第
五
九
号
）
。

「
労
働
組
合
そ
の
他
労
働
者
の
団
体
が
協
同
し
て
組
織
す
る
労
働
金
庫
の
制
度
を
確
立
し
て
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
行
な
う
福
利
共
済

活
動
の
た
め
に
金
融
の
円
滑
を
図
り
、
も
っ
て
そ
の
健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
と
と
も
に
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
向
上
に
資
す
る
こ

鋤

と
を
目
的
と
す
る
」
（
第
一
条
）
。
労
働
金
庫
物
法
人
性
（
第
三
条
）
、
三
原
則
（
第
五
条
）
、
事
業
免
許
（
第
六
条
）
事
業
仮
免
許

’

の
申
請
（
第
一
一
八
条
）
会
員
た
る
資
格
の
制
限
（
第
十
条
）
、
議
決
権
（
会
員
各
々
一
個
の
議
決
権
、
第
一
一
一
条
）
、
持
分
譲
渡
の
制

０Ⅱ

限
（
第
一
四
条
）
、
金
庫
の
管
理
（
第
四
章
）
、
金
庫
の
事
業
（
第
七
六
条
）
．
、
経
理
（
第
一
ハ
章
）
、
合
併
及
び
事
業
の
譲
渡
又
は
譲

受
に
つ
い
て
の
行
政
主
席
の
認
可
（
第
八
二
条
）
、
解
散
及
び
清
算
（
第
八
章
）
、
登
記
（
第
九
章
）
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

〔
註
〕

⑩
琉
球
政
府
文
教
局

②
沖
縄
朝
日
新
聞
社

③
前
掲
「
琉
球
史
料
」

側
前
掲
「
沖
縄
大
観
」

⑤
同
前
、
四
二
四
頁

(8)（７）（６）

同
前
、
四
二
五
頁
以
下

琉
球
政
府
立
法
院
事
務
局
「
琉
球
法
令
集
」
二
九
五
八
年
）
七
頁

沖
縄
民
政
府
公
報
第
七
号
。
但
し
こ
の
公
報
に
は
琉
球
銀
行
条
例
及
び
附
則
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
最
初
の
条
例
及
び
附
則
の
訳
文
は
、

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
本
文
の
引
用
は
、
沖
縄
群
島
公
報
第
四
四
号
（
一
九
五
一
・
一
○
・
六
）
ｌ
民

琉
球
政
府
文
教
局
「
琉
球
史
料
」
第
一
集
二
九
五
六
）
五
八
頁

沖
縄
朝
日
新
聞
社
「
沖
縄
大
観
」
（
一
九
五
三
年
）
三
六
六
頁

前
掲
「
琉
球
史
料
」
第
六
集
一
四
四
頁

前
掲
「
沖
縄
大
観
」
四
○
六
頁
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川
相
互
銀
行
は
次
の
よ
う
な
業
務
及
び
こ
れ
に
附
随
す
る
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
①
一
定
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
中
途
又
は
辮
了

1３（1９ ⑩11 9）

こ
の
権
限
は
、
当
初
の
条
件
に
は
規
定
さ
れ
て
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
七
年
改
正
第
一
号
に
よ
り
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。

》
」
の
権
限
も
一
九
五
七
年
改
正
第
一
号
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

当
初
の
条
例
は
、
「
本
条
例
の
発
行
前
に
設
立
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
後
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
は
本
条
例
及
び
理
事
会
の
定
め
る
条
件
に
基
づ

い
て
組
合
銀
行
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
し
て
組
合
銀
行
の
制
度
を
予
定
し
て
い
た
。
こ
れ
も
実
際
に
は
、
実
効
を
お
さ
め
る
こ
と
な
く
一
九

五
八
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
又
流
通
紙
幣
発
行
に
関
す
る
準
備
金
の
規
定
も
、
流
通
紙
幣
の
権
限
の
削
除
に
伴
い
同
時
に
削
除
さ
れ
た
。
前
掲
「
琉

球
銀
行
十
年
史
」
二
七
九
頁
以
下
参
照
。

沖
縄
群
島
公
報
第
四
四
号
。
な
お
、
同
布
令
第
四
八
号
は
、
布
令
第
一
号
改
正
一
号
（
一
九
五
四
・
七
・
六
）
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

前
掲
「
沖
縄
大
観
」
四
九
八
頁
以
下
。

当
初
は
「
如
何
な
る
貸
付
も
…
…
軍
財
政
部
長
の
特
別
な
認
可
が
な
け
れ
ば
受
託
者
腱
お
い
て
こ
れ
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
た
が
、

一
九
五
一
年
四
月
一
一
一
日
の
本
布
令
改
正
第
二
号
か
ら
、
一
定
の
額
ま
で
は
受
託
者
の
権
限
で
行
い
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
掲
、
「
沖
縄
大

観
」
六
一
五
頁
。

政
府
布
令
第
四
八
号
Ｉ
に
よ
っ
た
。

一
九
五
七
・
五
・
七
本
布
令
改
正
第
一
号
に
よ
り
「
銀
行
株
式
の
議
決
権
」
と
改
め
ら
れ
た
。

琉
球
列
島
民
政
官
の
認
可
を
得
て
、
三
種
（
即
ち
「
流
通
紙
幣
」
「
特
別
流
通
紙
幣
」
「
追
加
特
別
流
通
紙
幣
」
）
の
流
通
紙
幣
を
発
行
し
う
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
は
、
こ
の
権
限
は
行
使
さ
れ
ず
、
一
九
五
七
・
五
・
七
本
布
令
改
正
第
一
号
に
よ
り
》
」
の
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。

「
琉
球
銀
行
十
年
史
」
（
一
九
六
二
年
）
一
一
七
五
頁
参
照
。

こ
の
権
限
も
実
際
に
は
、
実
効
樵
を
も
た
な
い
ま
ま
、
一
九
五
一
錘
．
、
民
政
府
布
令
第
四
八
号
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。
「
琉
球
銀
行
十
年
史
」
二

七
五
頁
以
下
参
照
。
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の
と
き
に
お
い
て
一
定
の
全
額
の
給
付
を
す
る
こ
と
を
約
し
て
行
う
当
該
期
間
内
に
お
け
る
掛
金
の
受
入
、
②
預
今
又
は
定
期
穗
立
の
受
入
、

③
資
金
の
貸
付
又
は
手
形
の
割
引
、
④
内
国
為
替
取
引
、
③
有
価
証
券
、
貴
金
属
、
そ
の
他
の
物
品
の
保
護
預
り
及
び
貸
金
魔
、
⑥
有
価
証
券
の

払
込
金
の
受
入
又
は
そ
の
元
利
余
若
し
く
は
配
当
金
の
支
払
の
取
扱
、
⑦
信
用
状
の
発
行
、
そ
の
他
通
常
外
国
貿
易
業
務
の
融
資
に
か
か
る
事
業

等
の
外
国
貿
易
と
関
連
す
る
支
払
及
び
収
納
を
行
う
こ
と
、
③
外
国
送
金
を
行
い
及
び
こ
れ
を
収
納
す
る
こ
と
、
（
第
二
条
一
項
）
。
後
の
二
つ

の
業
務
は
本
文
で
後
に
述
べ
る
通
り
ド
ル
へ
の
通
貨
切
替
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

㈹
一
九
五
三
年
、
公
報
四
三
号
。

鋤
当
初
は
「
協
同
組
合
中
央
金
庫
法
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
八
年
の
改
正
に
よ
り
本
文
の
通
り
に
改
め
ら
れ
た
。

別
農
林
漁
業
金
融
審
議
会
に
関
す
る
規
定
（
第
六
章
）
は
一
九
五
九
年
立
法
九
九
号
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
審
議
会
は
行
政
主
膳
が
任

命
す
る
委
員
一
八
名
で
組
織
さ
れ
る
が
、
そ
の
構
成
は
次
の
通
り
（
第
三
三
条
の
二
）
、

一
、
賎
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
を
代
表
す
る
者
三
人

二
、
農
業
協
同
組
合
及
び
漁
業
協
同
組
合
を
代
表
す
る
者

七
人

三
、
金
庫
を
代
表
す
る
者

一
人

四
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者

七
人

鋤
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
（
一
九
六
六
年
立
法
一
二
一
号
）
の
制
定
に
伴
い
、
大
衆
金
融
公
庫
の
目
的
の
中
に
「
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
に
基

づ
く
中
小
企
業
者
へ
の
資
金
の
貸
付
」
が
加
え
ら
れ
た
。

鯛
審
議
会
は
行
政
主
席
の
任
命
す
る
次
の
者
を
委
員
と
し
て
組
織
さ
れ
る
（
第
九
条
第
二
項
）
。

一
、
企
画
局
、
通
商
産
業
局
及
び
農
林
局
を
代
表
す
る
者
各
一
人
。

二
、
商
業
、
工
業
、
農
業
、
水
産
業
及
び
金
融
業
界
を
代
表
す
る
者
各
一
人
。

三
、
住
民
大
衆
の
利
益
を
代
表
す
る
者
で
、
政
府
又
は
市
町
村
の
公
務
員
以
外
の
者
三
人
。
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民
政
府
の
持
分
は
、
相
互
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
際
、
払
戻
さ
れ
た
。
前
掲
「
琉
球
生
命
十
五
年
の
歩
詮
」
一
二
一
一
頁
以
下
。

外
国
保
険
事
業
者
と
は
「
外
国
（
こ
の
立
法
の
施
行
地
以
外
を
い
う
）
の
法
令
に
準
拠
し
て
、
主
と
し
て
外
国
に
お
い
て
保
険
事
業
を
営
む
法
人

又
は
個
人
を
い
う
」
（
第
二
条
一
項
）
。

こ
の
指
定
に
関
し
て
は
、
「
外
鬮
保
険
事
業
に
関
す
る
立
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
営
む
こ
と
の
で
き
る
保
険
事
業
の
緬
類
の
指
定
」

（
一
九
五
六
年
一
二
月
一
一
日
告
示
第
二
五
一
号
）
が
存
し
、
①
海
上
保
険
（
貨
物
担
保
を
除
く
）
③
盗
難
保
険
、
③
第
三
者
損
害
賠
償
保
険

（
自
動
車
を
除
く
）
、
④
保
証
保
険
、
⑤
そ
の
他
行
政
主
席
の
承
認
す
る
種
類
の
保
険
を
あ
げ
て
い
る
。

一
九
五
八
年
公
報
号
外
五
九
号
。

一
九
五
八
年
公
報
号
外
七
三
号
。

琉
球
生
命
保
険
会
社
の
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
琉
球
生
命
保
険
相
互
会
社
「
琉
球
生
命
十
五
年
の
歩
み
」
（
一
九
六
四
年
）
五
頁
以
下
に
詳

生
業
資
金
の
小
ロ
貸
付
と
は
、
「
独
立
し
て
事
業
を
遂
行
す
る
意
思
を
有
し
且
つ
、
適
切
な
事
業
計
画
を
持
つ
も
の
で
、
銀
行
そ
の
他
一
般
の
金

融
機
関
か
ら
資
金
の
融
通
を
受
け
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
者
に
対
し
て
、
小
口
の
事
業
資
金
を
貸
付
す
る
こ
と
を
い
う
」
（
第
一
七
条
第
二
項
）
・

中
小
企
業
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
大
衆
金
融
公
庫
法
、
施
行
規
則
第
三
一
条
の
四
に
よ
り
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
資
本
の
額
又
は
出
資
の
額
が
十
万
ド
ル
以
下
の
会
社
、
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
っ
て
、
工

業
、
鉱
業
、
運
送
業
そ
の
他
の
業
種
（
次
号
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
。

二
、
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
二
万
ド
ル
以
下
の
会
社
、
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
一
一
十
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
っ
て

商
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
。

三
、
協
同
組
合
法
（
一
九
五
六
年
立
法
第
六
七
号
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
事
業
協
同
組
合
及
び
事
業
協
同
組
合
連
合
会
。

一
九
五
二
年
公
報
二
号
。

し
い
◎
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即
ち
、
銀
行
に
つ
い
て
は
、
定
期
性
預
金
の
一
○
○
分
の
五
、
当
座
預
金
及
び
定
期
性
預
金
以
外
の
預
金
の
一
○
○
分
２
一
○
、
相
互
銀
行
に
つ

い
て
は
、
定
期
性
預
金
の
一
○
○
分
の
一
○
、
当
座
預
金
及
び
定
期
性
預
金
以
外
の
預
金
の
一
○
○
分
の
三
○
と
規
定
さ
れ
た
。
一
九
五
八
年
公

報
号
外
第
五
四
号
一
一
’
三
頁
。

銀
行
法
旧
第
五
条
、
相
互
銀
行
法
旧
第
一
三
条
、
琉
球
政
府
立
法
院
事
務
局
「
琉
球
法
令
集
２
」
（
一
九
五
八
年
）
七
八
○
・
七
九
四
頁
。

預
金
支
払
準
備
率
に
つ
い
て
は
、
相
互
銀
行
に
つ
さ
、
改
正
第
五
号
に
よ
り
、
定
期
預
金
の
五
％
、
要
求
払
預
金
の
二
○
％
、
未
給
付
口
並
び
慢

解
約
ロ
の
無
尽
及
び
相
互
掛
金
の
額
の
五
％
と
改
め
ら
れ
、
保
有
形
態
に
つ
い
て
は
、
改
正
第
一
号
・
第
五
号
に
よ
り
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

た
。
即
ち
、
「
所
要
準
備
金
総
額
の
五
○
％
以
上
を
、
そ
の
金
庫
室
に
法
定
通
貨
に
よ
り
、
及
び
又
は
準
備
金
受
託
銀
行
に
預
け
入
れ
た
要
求
払

預
金
と
し
て
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
要
準
備
金
総
額
２
一
五
％
以
下
は
、
容
易
に
売
買
で
き
る
質
臓
未
設
定
の
琉
球
開
発
金
融
公
社
憤

券
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
、
所
要
準
備
金
総
額
の
五
○
％
以
下
に
は
現
に
一
年
以
下
の
満
期
日
を
有
す
る
質
権
未
設
定
の
合
衆
国
政
府
証
券

又
は
準
備
金
受
託
銀
行
渥
預
け
入
れ
た
定
期
預
金
で
あ
っ
て
、
三
○
日
以
下
の
満
期
日
を
有
し
、
又
は
三
○
日
以
下
の
予
告
に
よ
り
支
払
を
受
け

る
も
の
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
布
令
第
一
○
号
第
一
節
ｂ
の
ｂ
・
Ｃ
の
ｂ
）
。

法
定
支
払
準
備
金
の
率
に
つ
い
て
は
、
当
座
預
金
の
一
○
○
分
の
一
八
、
貯
蓄
預
金
（
定
期
性
預
金
又
は
定
期
預
金
）
の
一
○
○
分
の
五
と
し
、

保
有
形
態
に
つ
い
て
は
、
銀
行
法
と
同
じ
も
の
と
さ
れ
た
。
な
お
率
に
つ
い
て
は
改
正
第
一
号
に
よ
り
、
定
期
預
金
の
五
％
、
及
び
要
求
払
預
金

２
一
○
％
と
改
め
ら
れ
、
保
有
形
態
に
つ
い
て
も
、
銀
行
法
等
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
（
布
令
第
一
○
号
第
二
節
ｆ
）

高
等
弁
務
官
布
令
第
一
○
号
改
正
一
号
に
よ
り
琉
球
銀
行
の
目
的
に
つ
い
て
規
定
し
た
軍
政
府
布
令
第
一
号
の
第
一
条
（
本
文
八
○
頁
参
照
）

が
、
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
「
…
政
府
、
市
町
村
及
び
個
人
預
金
者
の
資
金
の
取
次
、
領
収
、
保
管
、
及
び
保
護
、
通
常
の
銀
行
業
務
の
運

営
、
及
び
重
要
な
財
政
業
務
の
利
用
可
能
の
保
証
、
並
び
に
当
該
事
業
に
従
事
す
る
企
業
に
対
す
る
貸
付
資
本
の
供
与
に
よ
る
商
業
、
工
業
、
漁

業
及
び
農
業
の
設
立
及
び
伸
張
の
促
進
は
す
べ
て
琉
球
の
経
済
発
展
に
寄
与
す
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
適
切
な
施
設
を
設
け
て
維
持
す
る
た
め

に
、
琉
球
銀
行
を
設
立
し
…
」
。
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第
五
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

１
、
金
庫
は
、
営
利
を
目
的
と
し
て
そ
の
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
、
金
庫
は
、
そ
の
行
う
事
繋
に
よ
っ
て
そ
の
会
員
に
滴
棲
の
奉
仕
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
特
定
の
会
員
の
利
益
の
難
を
目
的
と
し
て
そ
の

事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
、
金
庫
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
、
政
治
的
に
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
掲
「
琉
球
銀
行
十
年
史
」
三
六
○
頁
。

理
事
の
構
成
に
つ
き
、
当
初
は
、
「
理
事
の
う
ち
、
三
名
は
民
政
府
職
員
の
う
ち
か
ら
、
一
名
は
琉
球
政
府
職
員
の
う
ち
か
ら
行
政
主
席
の
指
名

に
よ
り
、
他
の
一
名
は
広
く
琉
球
籍
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
」
（
旧
定
款
第
四
条
、
一
九
五
九
年
公
報
号
外
第
七
六
号
三
頁
）
と
い
う

制
限
が
あ
っ
た
が
、
改
正
第
四
号
（
一
九
六
五
・
九
・
二
三
）
に
よ
り
撤
廃
さ
れ
た
。

一
九
六
○
年
公
報
号
外
第
一
九
号
。

布
令
第
三
七
号
旧
第
一
二
条
。
こ
の
権
限
は
改
正
第
一
号
（
一
九
六
二
・
九
・
一
）
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。

改
正
第
一
号
に
よ
り
、
合
併
命
令
権
に
代
っ
て
認
め
ら
れ
た
。

第
二
○
条
は
次
の
三
種
の
債
務
保
証
を
あ
げ
て
い
る
。

弓
中
小
企
業
者
が
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
か
ら
資
金
の
貸
付
、
手
形
の
割
引
又
は
給
付
を
受
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
金
融
機
関
に
対
し
て
負

担
す
る
債
務
の
保
証
。

二
、
中
小
企
業
の
債
務
を
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
保
証
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
証
債
務
の
保
証
。

三
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
、
政
府
若
し
く
は
、
琉
球
開
発
金
融
公
社
の
委
託
を
受
け
、
又
は
代
理
し
て
中
小
企
業
者
に
対
す
る
貸
付
け
を

行
司
》
た
場
合
当
該
金
融
機
関
が
中
小
企
業
者
の
当
該
借
入
れ
に
よ
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
保
証
を
し
た
こ
と

と
な
る
債
務
の
保
証
。
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会
員
の
資
格
に
つ
い
て
第
一
○
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

一
、
労
働
組
合
法
（
一
九
五
三
年
立
法
第
四
二
号
）
及
び
琉
球
人
被
用
者
に
対
す
る
労
働
基
準
及
び
労
働
関
係
法
（
一
九
五
三
年
米
国
民
政
府
布

令
第
一
六
号
）
に
よ
る
労
働
組
合
。

二
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
二
九
六
○
年
立
法
第
一
○
七
号
）
に
よ
る
労
働
組
合
。

三
、
琉
球
政
府
公
務
員
法
（
一
九
五
三
年
立
法
第
四
号
）
に
よ
る
公
務
員
の
団
体
。

四
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
た
め
の
福
利
共
済
活
動
そ
の
他
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
団

体
で
あ
っ
て
そ
の
轍
成
員
の
過
半
数
が
労
働
者
で
あ
る
も
の
及
び
そ
の
連
合
団
体
。

金
庫
の
主
た
る
業
務
は
、
｜
、
会
員
の
預
金
又
は
定
期
積
金
の
受
入
れ
、
二
、
会
員
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
、
三
、
会
員
の
た
め
に
す
る
手
形

の
割
引
と
さ
れ
て
い
る
（
第
七
六
条
第
一
項
）
。


